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e-らぽ～るでは、精神科医療に携わる医療関係者の皆様に役立つ情報を田辺三菱製薬株式会社がお届けしています。 
精神科のトピックス e-らぽ～るトピックスでは、精神科に関するトピックスをお知らせしています。 

 

就労選択支援の新設について 
今まで、就労系障害福祉サービスの利
用を希望する障害者の就労能力や適
性を客観的に評価し、可視化していく
手法等が確立されておらず、サービス利
用に当たっての判断が難しい状況にあり
ました。このため、障害者の就労能力や
一般就労の可能性について十分に把
握できておらず、適切なサービス等に繋
げられていないことが問題となっていまし
た。そこで、令和４年障害者総合支援
法改正では、就労を希望する障害者
が、就労先や働き方をより適切に検討・
選択でき、本人の特性を踏まえた就労支援の提供や就労を通じた知識・能力の発揮・向上につなげるため、就労選択
支援が創設されました。 令和７年１０月１日に施行されます。 
■就労選択支援の内容 

就労を希望する障害者に対して、就労選択支援事業所では、就労選択支援員養成研修を修了した就労選択支援
員が、就労アセスメントの手法を活用して支援を行います。短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及
び能力の評価並びに就労に関する意向等を整理します。その整理した情報をもとにアセスメントシートの作成を行い、関
係機関（ハローワーク等の雇用支援機関、計画相談支援事業所、教育や医療などの関係機関等）との意見交換等
を行うことにより、障害者本人が一般就労や就労系障害福祉サービス事業所などを自ら選択することが可能となり、ま
た、就労開始後の配慮事項の整理等を通じて本人の能力や適性、地域社会や地域の事業所の状況に合った選択も
可能となります。 
■就労選択支援サービス費の新設 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定では、就労移行支援等、就労継続支援Ａ型等もしくは就労継続支援
Ｂ型等を利用する意向を有する者又は、現に就労移行支援等、就労継続支援Ａ型等もしくは就労継続支援Ｂ型等
を利用している者に対して、就労選択支援を行った場合に、就労選択支援サービス費として、1,210単位/日を算定す
ることとなります。 
■診療情報提供料（Ⅰ）の情報提供先に就労選択支援事業所が追加 

令和６年度診療報酬改定では、精神障害の特性を踏まえ医療機関と障害福祉サービスとの連携を推進する観点か
ら、診療情報提供料（Ⅰ）の注４に規定する情報提供先に、就労選択支援事業所が追加となりました。 

 

 
出典：「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて」障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて 報告書26-27頁（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000107941_00002.html）を加工して作成 

出典：「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」別表第一１２１頁（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html）を加工して作成  

出典：「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について（通知）」別添1-２０９頁～２１４頁（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html）を加工して作成 

出典：「第140回 社会保障審議会障害者部会」資料１－１－３３頁（厚生労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38193.html）を加工して作成 


